
 

指定数量未満の危険物及び指定可燃物の運用基準 

-松浦市火災予防条例- 

（第 47条～第 62条・第 78 条） 
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総 則 

  

１ 趣旨   

指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いに関する審査等の運用について、 

統一的な運用基準に基づき、審査に関する公平性及び正確性を確保するとともに、事務の

必要な事項を定めるものとする。   

  

２ 凡例  

⑴ 法令名の略称 

ア 「法」とは、消防法（昭和23年法律第186号）をいう。  

イ 「危政令」とは、危険物の規制に関する政令（昭和34年政令第306号）をいう。  

ウ 「危省令」とは、危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）をいう。 

エ 「石災法」とは、石油コンビナート等災害防止法（昭和50年法律第84号）をいう。  

オ 「政令」とは、消防法施行令（昭和36年政令第37号）をいう。  

カ 「省令」とは、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）をいう。  

キ 「条例」とは、松浦市火災予防条例（平成21年松浦市条例第43号）をいう。  

ク 「条則」とは、松浦市火災予防条例施行規則（平成21年松浦市規則第43号）をいう。  

ケ 「建基法」とは、建築基準法（昭和25年法律第201号）をいう。  

コ 「建基政令」とは、建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）をいう。  

サ 「建基省令」とは、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）をいう。  

  

⑵ ＳＩ単位について（平成11年９月24日付け消防危第86号通知）  

ＳＩ単位については、計量法（平成４年法律第51号）の改正により、平成11年10月１  

日から施行されたところであるが、施行日前に発せられた通知の計量単位の読み替え及

び換算については、下記の表に従い、ＳＩ単位に読み替えるものとする。この場合にお

いて、換算は下記表の「換算」欄に示すとおりに行うものとし、換算後の数値は四捨五

入を行うことにより、換算前の数値の有効数字の桁数とする。 

その他、日本産業規格に規定する材質等の読み替えについては、平成11年９月24日付

け消防危第86号による。 

 従来単位 ＳＩ単位 換 算 

力 kgf Ｎ 1kgf＝10Ｎ 

モーメント kgf/ｍ Ｎ･ｍ 1 kgf/ｍ＝10Ｎ･ｍ  

圧   力 ㎜Aq 

kgf/㎠ 
Pa 

1 ㎜Aq＝0.01kPa 

1 kgf/㎠＝0.1MPa  

応   力 kgf/㎠ Ｎ/㎟ 1 kgf/㎠＝0.1Ｎ/㎟  

熱   量 cal Ｊ 1 cal＝4.2Ｊ 

時   間 sec s 読み替えのみ 
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３ 用語  

⑴ 「JIS」とは、日本産業規格をいう。  

⑵ 「耐火構造」とは、建基法第２条第７号に規定するものをいう。  

⑶ 「準耐火構造」とは、建基法第２条第７号の２に規定するものをいう。  

⑷ 「防火構造」とは、建基法第２条第８号に規定するものをいう。  

⑸ 「不燃材料」とは、建基法第２条第９号に規定するものをいう。  

⑹ 「準不燃材料」とは、建基政令第１条第５号に規定するものをいう。  

⑺ 「難燃材料」とは、建基政令第１条第６号に規定するものをいう。  

⑻ 「防火設備」とは、建基法第２条第９号の２ロをいう。  

⑼ 「特定防火設備」とは、建基政令第112条第１項に規定するもの（原則として防火戸 

 に限るものとする。）をいう。  

  

附 則  

（施行期日）  

１ この運用基準は、令和６年10月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この運用基準の施行の前日までに、松浦市火災予防条例第４章の規定により届出をして

設置されているもの又は現に工事中のものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準につ

いては、なお従前の例による。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


